
　

犯
罪
や
非
行
の
な
い
明
る
い
地

域
社
会
を
築
く
た
め
、
強
調
月
間

中
は
市
内
各
所
で
啓
発
活
動
を
実

施
し
ま
す
。

　

市
民
の
皆
さ
ま
の
運
動
に
対
す

る
ご
理
解
と
、
各
種
行
事
へ
の
積

極
的
な
参
加
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
行
動
目
標

①
犯
罪
や
非
行
を
し
た
人
た
ち
の

　

立
ち
直
り
を
支
え
よ
う

②
犯
罪
や
非
行
に
陥
ら
な
い
よ
う

　

地
域
社
会
で
支
え
よ
う

③
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
、
地
域

　

社
会
の
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う

　

協
力
し
よ
う

■
重
点
事
項

○
立
ち
直
り
を
支
え
る
取
り
組
み

　

に
つ
い
て
の
理
解
促
進

○
犯
罪
や
非
行
を
し
た
人
た
ち
の

　

就
労
支
援

■
主
な
行
事

○
保
護
司
会
、
更
生
保
護
女
性
会

　

な
ど
に
よ
る
街
頭
啓
発
活
動

○
市
内
の
中
学
生
を
対
象
と
し
た

　

作
文
コ
ン
テ
ス
ト

○
西
条
地
区
大
会
を
７
月
29
日
㈭

　

に
中
央
公
民
館
多
目
的
ホ
ー
ル

　

で
開
催
。
10
時
か
ら
中
学
生
の

　

主
張
（
作
文
発
表
）
、
作
文
入

　

賞
者
表
彰
式
、
13
時
30
分
か
ら

公
開
ケ
ー
ス
研
究
の
部
。

■
問
合
せ

　

市
庁
舎
本
館
市
民
生
活
課
内

　

「
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
」

　

西
条
地
区
推
進
委
員
会
事
務
局

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
４
９
３

　

㈶
愛
媛
の
森も

り林
基
金
で
は
、
森

林
の
管
理
が
困
難
な
所
有
者
か
ら

森
林
の
管
理
を
10
年
間
受
託
し
、

所
有
者
の
負
担
な
し
で
、
森
林
の

整
備
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

愛
媛
の
森
林
基
金
へ
の
申
請
は

市
が
あ
っ
せ
ん
し
て
行
い
ま
す
。

■
対
象
と
な
る
森
林

○
16
年
～
55
年
生
ま
で
の
ス
ギ
・

　

ヒ
ノ
キ
の
人
工
林
で
、
１
カ
所

　

０
・
１
㌶
以
上
の
森
林

○
水
土
保
全
林
等
で
過
去
10
年
程

　

度
間
伐
な
ど
が
行
わ
れ
ず
、
不

　

健
全
な
状
態
に
あ
る
森
林

○
個
人
が
単
独
ま
た
は
共
同
で
所

　

有
し
、
抵
当
権
等
が
設
定
さ
れ

　

て
い
な
い
森
林

■
問
合
せ

○
市
庁
舎
本
館
林
業
課　

林
政
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
５
０
４

○
各
総
合
支
所
農
林
水
産
課

　

林
政
漁
政
係
（
東
予
）

　

農
林
水
産
係
（
丹
原
・
小
松
）

　

市
立
幼
稚
園
で
は
、
幼
稚
園
や

保
育
所
に
通
っ
て
い
な
い
幼
児
を

対
象
に
、
次
の
日
程
で
幼
稚
園
を

開
放
し
ま
す
。
申
し
込
み
は
不
要

で
す
。
保
護
者
同
伴
で
、
気
軽
に

遊
び
に
来
て
く
だ
さ
い
。

■
開
放
日
時

　

７
月
27
日
㈫
、
８
月
３
日
㈫
・

17
日
㈫
・
24
日
㈫

　

９
時
30
分
～
11
時
30
分

■
場
所
・
問
合
せ

○
ひ
ま
わ
り
幼
稚
園

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
７

－

７
７
９
７

○
東
予
南
幼
稚
園

ＴＥＬ
０
８
９
８

－

６
４

－

３
０
８
１

○
多
賀
幼
稚
園

ＴＥＬ
０
８
９
８

－

６
４

－

２
７
６
７

○
国
安
幼
稚
園

ＴＥＬ
０
８
９
８

－

６
６

－

５
３
３
２

○
燧
洋
幼
稚
園

ＴＥＬ
０
８
９
８

－

６
６

－

４
７
７
３

○
小
松
幼
稚
園

ＴＥＬ
０
８
９
８

－

７
２

－

２
７
０
２

　

病
気
や
そ
の
他
や
む
を
得
な
い

事
由
に
よ
っ
て
、
中
学
校
を
卒
業

す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
方
に

対
す
る
中
学
校
卒
業
程
度
認
定
試

験
を
実
施
し
ま
す
。

■
対
象
者

　

平
成
23
年
３
月
31
日
ま
で
に
満

15
歳
以
上
に
な
る
方
（
日
本
国
籍

を
有
し
な
い
方
も
含
む
）

■
試
験
日　

11
月
２
日
㈫

■
試
験
場　

愛
媛
県
庁

■
願
書
提
出
先　

文
部
科
学
省

■
願
書
受
付
期
間

　

８
月
20
日
㈮
～
９
月
７
日
㈫

■
問
合
せ

　

県
教
育
委
員
会
義
務
教
育
課

ＴＥＬ
０
８
９

－

９
１
２

－

２
９
４
１

　

中
退
共
（
中
小
企
業
退
職
金
共

済
）
制
度
は
、
中
小
企
業
で
働
く

従
業
員
の
皆
さ
ま
の
た
め
の
、
外

部
積
立
型
の
退
職
金
制
度
で
す
。

　

市
で
は
こ
の
制
度
に
新
規
で
加

入
す
る
事
業
所
を
対
象
に
、
掛
金

の
助
成
制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。

■
問
合
せ

○
独
立
行
政
法
人
勤
労
者
退
職
金

　

共
済
機
構　

中
小
企
業
退
職
金

　

共
済
事
業
本
部

ＴＥＬ
０
３

－

３
４
３
６

－

０
１
５
１

○
市
庁
舎
本
館
商
工
労
政
課

　

中
小
企
業
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
２
２
０

　

中
小
企
業
に
お
け
る
労
働
時
間

等
の
設
定
の
改
善
を
通
じ
た
職
場

意
識
の
改
善
を
促
進
す
る
た
め
、

２
カ
年
の
改
善
計
画
を
策
定
し
、

効
果
的
に
改
善
措
置
を
実
施
し
た

中
小
企
業
の
事
業
主
に
対
し
て
、

助
成
金
を
支
給
し
ま
す
。

■
対
象
と
な
る
事
業
主

○
労
災
保
険
の
適
用
事
業
主

○
資
本
金
ま
た
は
出
資
の
総
額
が

　

３
億
円
以
下
（
小
売
業
・
サ
ー

　

ビ
ス
業
は
５
千
万
円
以
下
、
卸

　

売
業
は
１
億
円
以
下
）

○
常
時
使
用
す
る
労
働
者
数
が
３

　

０
０
人
以
下
（
小
売
業
は
50
人

　

以
下
、
サ
ー
ビ
ス
業
・
卸
売
業

　

は
１
０
０
人
以
下
）

■
助
成
金
の
額

　

２
年
間
で
最
高
１
５
０
万
円

■
申
請
期
間　

７
月
末
ま
で

■
問
合
せ

　

愛
媛
労
働
局
監
督
課

ＴＥＬ
０
８
９

－

９
３
５

－

５
２
０
３

中
小
企
業
の
事
業
主
の
皆
さ
ん
へ

職
場
意
識
改
善
助
成
金
の
ご
案
内

あ
な
た
の
山
が

手
入
れ
を
待
っ
て
い
ま
す

幼
稚
園
に
遊
び
に
き
ま
せ
ん
か
？

未
就
園
児
親
子
で
遊
ぼ
う
！

就
学
義
務
猶
予
免
除
者
な
ど
の

中
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験

退
職
金
の
確
保
は
国
の
中
退
共

制
度
を
ご
活
用
く
だ
さ
い

第
60
回
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動

強
調
月
間
　
７
月
１
日
～
31
日

事
業
主
の
皆
さ
ん
へ

　

労
働
保
険
の
年
度
更
新
手
続
き

期
間
は
７
月
12
日
㈪
ま
で
で
す
。

　

手
続
き
は
お
早
め
に
お
願
い
し

ま
す
。
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